
議案第 ４ 号 

 

   川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２６年  月１８日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１６０号中「第４条第２項」を「第４条第４項」に改め、同条第２

４４号ア中「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用

の合理化等に関する法律」に改める。 

附 則 

この条例は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律（平成２５年法律第

１０３号）附則第１条本文に定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い

日から施行する。ただし、第２条第２４４号アの改正規定は、平成２６年４月

１日から施行する。 

 

平成２６年 ２ 月１８日提出

        川崎市長  福　田　紀　彦



参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

エネルギーの使用の合理化に関する法律及び薬事法の一部改正に伴い、所要

の整備を行うため、この条例を制定するものである。 

 

 

議案第 ５ 号 

 

   川崎市スポーツ・文化総合センター条例の制定について 

 

 川崎市スポーツ・文化総合センター条例を次のとおり制定する。 

 

平成２６年 ２ 月１８日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市スポーツ・文化総合センター条例 

 （目的及び設置） 

第１条 市民のスポーツ活動及び文化活動の振興を図るとともに、市民相互の

交流の機会を提供し、もって豊かな市民生活の形成及び活力ある地域社会の

実現に寄与するため、川崎市スポーツ・文化総合センター（以下「総合セン

ター」という。）を設置する。 

 （位置） 

第２条 総合センターの位置は、川崎市川崎区富士見１丁目１番４号とする。 

 （事業） 

第３条 総合センターは、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 ⑴ 施設及び設備（以下「施設等」という。）を利用に供すること。 

 ⑵ スポーツの指導及び助言に関すること。 

 ⑶ スポーツ及び体力についての相談に関すること。 

 ⑷ 各種スポーツ教室の開催に関すること。 

 ⑸ スポーツの指導者養成のための研修会及び講習会の開催に関すること。 

 ⑹ 音楽、演劇、美術等の鑑賞会、講演会、展覧会等の開催に関すること。 




